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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年６月２８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年５月１８日（水） １６時２５分ごろ 

発生場所 福井県福井市鷹巣
たかす

漁港北方沖 

 福井市所在の鷹巣港灯台から真方位０１２°２,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°０９.２′ 東経１３６°０４.０′） 

事故調査の経過  平成２３年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 旭
あさひ

丸、４.９５トン 

   ＦＫ３－７２９５（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.６８ｍ（Lr）×２.８０ｍ×０.９３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２８８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５１年

８月 

Ｂ プレジャーモーターボート 第六直
なお

丸、３.４６トン 

   ２５１－１１１５福井、個人所有 

   １０.１８ｍ（Lr）×２.１３ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７７.２３kＷ、昭和５０年１月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年１月１３日 

    免許証交付日 平成１９年２月５日 

           （平成２４年１２月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年１０月１日 

    免許証交付日 平成２２年９月６日 

           （平成２８年２月１８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部に亀裂、操舵室右舷側に破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、遊漁客２人を乗せ、鷹巣漁港北方沖

の釣り場で釣りを行っていたが、船長Ａが、平成２３年５月１８日１６時

ごろ釣りをやめて帰航することにして鷹巣漁港北方沖の釣り場を発進し、

操縦席で立って手動操舵に当たり、レーダーを作動させ、周囲に釣りをし

ている小型船が約４０隻いたので、速力約７ノット（kn）（対地速力、以下



- 2 - 

同じ。）で南進した。 

 船長Ａは、１６時２１分ごろ、周囲に小型船が少なくなり、船首方向に

他船が見当たらなかったので約１１～１２knに増速したところ、船首が約

１～１.５ｍ浮上して船首方向を見通すことができない死角（以下「船首死

角」という。）が生じたことから、いつものように船首を左右に振って船首

死角を補う見張りを行いながら航行した。 

 船長Ａは、前路に他船を認めなかったことから、１６時２３分ごろ船首

を左右に振るのをやめたが、レーダーでの見張りを行わずに航行中、１６

時２５分ごろ衝撃を感じてＢ船に衝突したことに気付き、直ちに反転して

Ｂ船の状況を確認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、鷹巣漁港北方沖

の釣り場において、水深約３５ｍの所に重さ約１５㎏のダンホース型錨を

入れ、錨索を約４０ｍ出して錨泊し、船首を西方に向けて釣り中、１６時２

０分ごろ、船尾甲板で釣っていた船長Ｂ及び同乗者２人が、右舷側からＢ

船に向けて接近するＡ船を視認し、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けるものと思

ってＡ船の動向を見守っていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が針路を変えずにＢ船に向けて接近したので、衝突の危

険を感じて手を振りながら大声で叫んだが、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中

央部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒して腰椎捻挫等を負い、海上保安庁へ携帯電

話で１１８番通報した。 

 Ａ船及びＢ船は、自力航行して福井県福井港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  Ａ船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

 船長Ａは、１年間に約１４０回遊漁に出ていたので、本事故発生海域の

状況をよく知っていた。 

 Ａ船は、約１０knの速力になると水平線が船首に隠れて見えなくなり、

ふだんは約１４knで航行しており、船首死角が生じているので、時々、船

首を左右に振って船首死角を補う見張りを行っていた。 

 Ｂ船は、汽笛がなく、黒色球形形象物を掲げていなかった。 

 Ｂ船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

 船長Ｂは、月に５～６回釣りに出ていたので、本事故発生海域の状況を

よく知っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船を借用しており、Ｂ船の操縦経験は５回あった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鷹巣漁港北方沖において南進中、船長

Ａが、船首を左右に振る船首死角を補うふだんど

おりの適切な見張りを行っていなかったことか

ら、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突

したものと考えられる。 

 Ｂ船は、鷹巣漁港北方沖において錨泊して釣り
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中、船長Ｂが、右舷側からＢ船に向けて接近する

Ａ船を視認し、Ａ船が錨泊中のＢ船を避けるもの

と思ってＡ船の動向を見守っていたところ、Ａ船

が針路を変えずにＢ船に向けて接近したので、Ａ

船に対し、手を振りながら大声で叫んで注意を喚

起したものの、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、鷹巣漁港北方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船が錨泊して釣

り中、船長Ａが、船首を左右に振る船首死角を補うふだんどおりの適切な

見張りを行っていなかったため、前路で錨泊中のＢ船に気付かずに航行

し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・船首死角が生じている場合は、船首を左右に振るなどの船首死角を補

う適切な見張りを行うこと。また、状況に応じ、減速して船首死角を

解消し、船首方向の確認を行うこと。 

 ・レーダーを有効に活用して常時適切な見張りを行うこと。 

 




